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日本経団運は,すベての企業や個人が高い倫理観のもと自由に創造性を発揮でき

る超済社会の碍築に全力をあげて取り組んできたoその-環として1991年にr企業
行動憲章Jを制定し, 1996年には憲章改定に合わせてr実行の手引きJを作成し

たo 2002年の再改定時には,企業に対して社内体観整備と運用弓引ヒを要請するな

ど,経営トップのイニシアチブによる自主的な取り組みを促してきた.

そうした中で-近年,市民社会の成熟化に伴い-商品の選別や企業の評価に際し

てr企業の社会的責任くC S R二Corporate Social ResponsibilitylJへの取り組み

に注目する人々が増えているoまた,グロ-バル化の進展に伴い1児童労働.強制

労働を含む人権間摩や貧困問題などに対して世界的に関心が高まっており1企業に

対しても-層の取り組み.が期待されているo さらに-情報化社会における個人情報

や顧客情報の適正な保護l少子高齢化に伴う多様な働き手の確保など,新たな課題
も生まれているo企業は,こうした変化を先取りして,ステ-クホルダ-との対話

を重ねつつ社会的責任を果たすことにより1社会における存在意義を高めていかね

ぼならない.

これまで日本企業は1従業員の潜在能力を引き.tHし企業の発展に結びつけるた
め,きめ紳かい従業員教育や社内研修,労便協調に努めてきたo また,地域社会の

発屈への寄与,社会貢献活動や環境保全への積極的取り組みなど,企業の社会的責

任の遂行に努力してきたo

社会的責任を果たすにあたっては,その情報発信- コミュニケ-ション手法など

を含め1企業の主体性が最大限に発揮される必要があり,自主杓かつ多様な取り組

みによって進められるベきである.その際l法令遵守が社会的責任の基本であるこ

とを再認識する必要がある.そこで,今般,日本経団連は-会員企業の自主的取り

組みをさらに推進するため,企業行動憲章を改定したo

会員企業は,優れた製品.サ-ビスを,倫理的側面に十分配慮して創出すること

で1引き続き社会の発展に貢献する.そして,企業と社会の発展が密接に関係して

いることを再認識した上で,経済ー環境,社会の側面を総合的に捉えて事業括動を

展開しl持続可能な社会の創造に資するo そのため1会員企業は1次に定める企業

行動憲章の精神を尊重し,自主的に実践していくことを申し合わせる.
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